
ご意見 回答

常三島の人も２４時まで勉強したいです。

　ご意見いただきありがとうございます。
　学生の蔵本分館時間外特別利用は，蔵本地区の学部長からの要望「図書館の開館時間延長
に関する要望について」を受け，医学部・歯学部・薬学部の学生の申請により利用を特別に許
可しているものです。
時間外特別利用は，時期によっては多くの利用があり，他学部の学生の利用を許可すると，本
来利用いただける学生が利用できなくなることも考えられます。また，提供している資料も蔵
本地区の学生を対象としていることから，常三島地区の学生については利用対象外とさせてい
ただいております。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお，平成28年の学部改組により，それ以外の学部であっても蔵本地区に拠点がある利用者
から申請があった場合は，所属研究室の居室，指導教員，主な利用施設を確認し，利用を許
可することとしております。この条件に該当するようでしたらお申し出ください。利用可否に
ついて確認させていただきます。

        ◆◆◆　貴重なご意見ありがとうございました　◆◆◆
皆さんからのご意見にお答えします。
（2023年11月分）


	8月

